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各 障害者支援施設・障害福祉サービス事業所管理者 殿 

 

 

 

                              

東京都福祉局長 

                               佐 藤 智 秀 

                              （ 公 印 省 略 ）

  

 

「令和５年度新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に

対するサービス継続支援事業補助金交付要綱」の制定について 

 

 

日頃から、東京都の障害児者福祉施策の推進に御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げ

ます。 

標記の件について、別紙のとおり要綱を制定し、令和４年４月１日から適用することとい

たしましたので通知します。 

 

 

 

 

 

（問合せ先） 

【障害者支援施設・生活介護・自立訓練】 

施設サービス支援課 障害者支援施設担当  電話 03-5320-4156 

 

【就労移行支援・就労継続支援 A型、B型・就労定着支援】 

     地域生活支援課 就労支援担当       電話 03-5320-4158 

 

【共同生活援助（GH）・短期入所】 

         地域生活支援課 居住支援担当       電話 03-5320-4151 

 

【居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・自立生活援助・ 

計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援】 

         地域生活支援課 在宅支援担当       電話 03-5320-4325 

 

【障害児入所施設・療養介護・児童発達支援・放課後等デイサービス 

・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援・障害児相談支援】 

         施設サービス支援課 児童福祉施設担当   電話 03-5320-4374 

 

【都立施設・都立民間移譲施設】 

         施設サービス支援課 福祉施設運営担当   電話 03-5320-4157 

 


